
〇

〇府

令

・

省

令

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
建
設
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省

令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
）

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省

令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
）

第
十
六
条
の
二

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
六
号
の

国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

建
物
の
貸
借
の
契
約
以
外
の
契
約
に
あ
つ
て
は
次

に
掲
げ
る
も
の
、
建
物
の
貸
借
の
契
約
に
あ
つ
て

は
第
三
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
六
条
の
二

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
六
号
の

国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

建
物
の
貸
借
の
契
約
以
外
の
契
約
に
あ
つ
て
は
次

に
掲
げ
る
も
の
、
建
物
の
貸
借
の
契
約
に
あ
つ
て

は
第
三
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

九

当
該
一
棟
の
建
物
及
び
そ
の
敷
地
の
管
理
者

等
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九

号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
管
理
者
等
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）が
当
該
一
棟
の
建
物
及
び

そ
の
敷
地
に
係
る
管
理
組
合
（
同
条
第
三
号
に

規
定
す
る
管
理
組
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）か

ら
委
託
を
受
け
て
管
理
事
務
（
同
条
第
六
号
に

規
定
す
る
管
理
事
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を

行
う
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
（
同
条
第
八
号
に

規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

（
新
設
）

十

（
略
）

九

（
略
）

附

則

こ
の
命
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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〇
内

閣

府

国
土
交
通
省
令
第
二
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
宅

地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

〔
府
令
・
省
令
〕

〇
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
命
令（
内
閣
府
・
国
土
交
通
二
）

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
公
証
人
法
第
七
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
の
件
（
法
務
一
四
九
）

〇
令
和
八
年
に
お
け
る
毎
月
勤
労
統
計
調
査

の
調
査
票
の
提
出
期
限

（
厚
生
労
働
三
一
一
）

〇
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
件

（
農
林
水
産
一
八
九
〇
）

〇
生
産
業
者
及
び
輸
入
業
者
の
名
称
及
び
住

所
並
び
に
肥
料
の
名
称
の
変
更
に
係
る
届

出
が
あ
っ
た
件
（
同
一
八
九
一
）

〇
肥
料
の
登
録
が
失
効
し
た
件

（
同
一
八
九
二
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
関
東
地
方
整
備
局
二
五
一
）

〇
道
路
に
関
す
る
件（
北
海
道
開
発
局
九
七
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣
府

最
高
裁
判
所

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

関
東
地
方
整
備
局
公
示（
関
東
地
方
整
備
局
）

国
家
試
験

採
用
候
補
者
名
簿
の
有
効
期
間
の
満
了

（
人
事
院
）

海
事
代
理
士
試
験
合
格
者
（
国
土
交
通
省
）

日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
法
務
省
告
示
配
一
五
七
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

相
続
、
失
踪
、
除
権
決
定
、
破
産
、免
責
、

再
生
関
係

会
社
そ
の
他


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